
退職手当支給制限処分に係る審査請求の流れ

①退職手当支給制限処分

②審査請求（地方自治法第２０６条第１項）

③審理員の指名

④弁明書の提出

⑤反論書の提出

⑥意見書の提出

⑦諮問（地方自治法第２０６条第２項）

⑧意見（地方自治法第２０６条第３項）

⑨裁決※２

※１　　審査請求の審理の公正性・透明性を高めるため、原則として、審査庁に所属する職員であって当該
審査請求に係る処分等に関与していない者が審理員として指名され、審理手続を行う。
　三重県では行政不服審査法第17条に基づき審理員候補者名簿を作成し、審理員として指名される
職員をあらかじめ定めており、本件審査請求では福利厚生課長が指名されている。

※２　　裁決に不服があるときは、県（知事）を被告として裁決の取消の訴えを提起することができる。
　また、県（教育委員会）を被告として原処分の取消の訴えを提起することができる。
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資料２

退職手当支給制限処分に係る審査請求人の主張及びこれに対する処分庁の見解 

審査請求人の主張 処分庁の見解

１．処分理由

三重県職員退職手当支給条例第 12 条第 1
項は、「当該退職をした者が占めていた職の職

務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、

当該退職をした者が行つた非違の内容及び程

度、当該非違に至つた経緯、当該非違後にお

ける当該退職をした者の言動、当該非違が公

務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違

が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案し

て、当該一般の退職手当等の全部又は一部を

支給しないこととする処分を行うことができ

る。」としているところ、原処分理由は、非違

行為があるまじきものであること、公務の遂

行に及ぼす支障の程度及び公務に対する信頼

に及ぼす影響を主として考慮したようである

が、当該退職をした者が占めていた職の職務

及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、

当該非違に至った経緯、当該非違後における

当該退職をした者の言動について具体的に考

慮した形跡がなく、条例違反である。

件外関係者による強度の攻撃に対し、孤立

無援の審査請求人が自衛的に行ったものに過

ぎず、このような虚偽主張、虚偽立証のやむ

なきに陥ったことは、十分に酌量すべき事態

である。

１．本件処分を行うにあたって、以下の事情を検

討している。

（１）審査請求人が占めていた職の職務及び責任

審査請求人は、班長として班の業務を管理

監督する立場にあるため、加重事由となって

も軽減事由は見当たらない。

（２）審査請求人の勤務の状況

過去にも類似の非違を行ったことを理由

として懲戒処分を受けたことがある場合に

は処分を加重することを検討する内容であ

り、過去に懲戒処分を受けていないため加重

していない。

（３）審査請求人が行った非違の内容及び程度、

当該非違に至った経緯

審査請求人の非違行為は、刑法に反する行

為であって違法性の程度は高く、当該非違が

行われることとなった背景や動機について

特に酌量すべき情状がある場合にはそれら

に応じて処分を減軽又は加重することを検

討する内容であり、虚偽内容の文書を民事訴

訟の書証として提出し、自らの損害賠償義務

を不当に免れようとしたもので、自己の不当

な利益のために行われた行為であり、軽減事

由は見当たらない。

（４）当該非違後における審査請求人の言動

当該非違による被害や悪影響を最小限に

するための行動をとった場合には処分を減

軽することを検討し、当該非違を隠蔽する行

動をとった場合には処分を加重することを

検討する内容であり、事案の発覚まで非違行

為の自主的な申出はなく、軽減事由は見当た

らない。

（５）当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度

並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼ

す影響
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審査請求人の主張 処分庁の見解

当該非違は、私生活上の非行であり、直接

公務の遂行に影響を与えるものではないが、

虚偽内容の文書を民事訴訟の書証として提

出し、自らの損害賠償義務を不当に免れよう

としたもので、自己の不当な利益のために行

われた行為であり、公務員に対する信頼を大

幅に損なうもので、加重事由となっても軽減

事由は見当たらない。

２．退職手当の性格

公務員の退職手当全部不支給処分の当否が

争われた最一小 2024年６月 27日判決の岡反

対意見は、「一般の退職手当の全部を支給しな

いこととする処分を行う場合には、懲戒免職

処分の場合とは異なり、一般の退職手当に給

与の後払的な性格や生活保障的な性格がある

ことに着目し、この観点から、当該非違行為

の内容及び程度等につき、当該退職者の勤続

の功を完全に抹消するに足りる事情があった

とまで評価することができるか否かにつき、

慎重に検討を行うことが必要である。」と指摘

する。

全部不支給処分、即ち賃金後払い部分「ま

でを」剥奪して良いかは、事案ごとに慎重な

検討を要するところであり、そのような事案

ごとの慎重な検討のためには、まずもって、

賃金後払い部分を具体的に算出し、どの程度

の金額が、功労を顕彰したものでも報償の趣

旨でもなく、労働の対価そのものであって、

その剥奪が、極めて特殊な事情がない限り、

賃金全額払いを公益的要請に基づく強行法規

として規定した労働基準法第 24 条に反し、

公序良俗に違反することになりかねないか

が、慎重に検討されるべきである。

原処分は、以上のような理性的、慎重な検

討を怠っており、ただ単に「悪いことをした

から全額払わない」と述べているだけである。 

２．退職手当の支給制限処分を行うにあたっては、

国家公務員における国家公務員退職手当法に関

する「国家公務員退職手当法の運用方針」を参

考としている。その中で、第 12 条関係として

「一 非違の発生を抑止するという制度目的に

留意し、一般の退職手当等の全部を支給しない

こととすることを原則とするものとする。」と規

定されており、一部不支給とする場合もその事

由が限定されており、慎重な検討を要するもの

とされている。

従って、処分者としては、「一般の退職手当

に給与の後払的な性格や生活保障的な性格が

あることに着目し、この観点から、当該非違行

為の内容及び程度等につき、当該退職者の勤続

の功を完全に抹消するに足りる事情があった

とまで評価することができるか否かにつき、慎

重に検討を行うことが必要である」との考え方

はとらないところである。

審査請求人は最高裁判所判決における裁判

官の反対意見を引用しているが、判例となるべ

き多数意見ではない。
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※ 審査請求人は懲戒免職処分の違法性を主張しているが、地方公務員法第 49 条の２第１項の規

定により、懲戒免職処分に係る審査請求は人事委員会に対してのみすることができることとな

っているため、懲戒免職処分の違法性に関する主張を除いて記載。

審査請求人の主張 処分庁の見解

このような処分過程には、判例法理に明ら

かに反した違法がある。

懲戒免職処分の場合の原則全部不支給とい

う処分庁の主張は、三重県職員退職手当支給

条例第 12 条第 1 項の文言とは乖離している。

最高裁判所の判例でも、原則全部不支給とい

う解釈を示すことはしていない。原則全部不

支給を前提に、審査請求人のこれまでの良好

な勤務状況や賃金後払い部分までを全額剥奪

することの過酷さを十分に考慮していない点

でも違法である。

-5-



-6-



資料３
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